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大

津

町

お
お

づ

ま
ち

（役 場）

一 
 

概

況

 
 

熊
本
市
の
東
方
一
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
菊
池
郡
の
南
東
部
に
位
置
し
、
東
は
阿
蘇
市
及
び
阿

蘇
郡
南
阿
蘇
村
に
、
北
は
菊
池
市
に
、
西
は
菊
池
市
、
合
志
市
及
び
菊
池
郡
菊
陽
町
に
、
南
は

阿
蘇
郡
西
原
村
に
接
し
て
い
る
。
人
口
は
三
一
、
二
三
四
（
平
成
二
二
年
国
勢
調
査
）、
面
積
約

九
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

 
 

東
北
部
の
広
大
な
山
林
原
野
か
ら
東
南
へ
、丘
陵
に
は
さ
ま
れ
た
緩
や
か
な
斜
面
が
広
が
り
、

こ
れ
を
阿
蘇
に
源
を
発
す
る
白
川
、
矢
護
川
、
平
川
が
潤
し
、
水
田
地
帯
を
な
し
て
い
る
。
こ

の
白
川
と
並
ん
で
走
る
国
道
沿
い
に
市
街
地
が
形
成
さ
れ
、
町
の
中
心
部
と
な
っ
て
い
る
。

 
 

主
な
産
業
は
、
農
業
、
商
工
業
で
あ
る
。
米
麦
を
は
じ
め
甘
藷
、
野
菜
が
主
な
農
産
物
で
あ

る
が
、
牛
・
豚
な
ど
の
畜
産
業
も
盛
ん
で
あ
る
。
ま
た
、
工
業
面
で
は
、
本
田
技
研
工
業
（
株
）

熊
本
製
作
所
を
始
め
、
熊
本
中
核
工
業
団
地
内
に
Ｉ
Ｃ
関
連
産
業
を
中
心
と
し
た
企
業
が
多
数

進
出
し
て
本
県
の
一
大
工
業
集
積
地
と
な
っ
て
い
る
。

 
 

交
通
面
で
は
、
Ｊ
Ｒ
豊
肥
本
線
の
肥
後
大
津
駅
、
瀬
田
駅
が
あ
り
、
ま
た
町
の
中
央
を
東
西

に
走
る
国
道
五
七
号
と
、
南
北
に
走
る
国
道
三
二
五
号
が
あ
り
、
バ
ス
便
も
あ
る
。
熊
本
空
港

に
も
至
近
で
あ
り
、
交
通
面
に
は
恵
ま
れ
て
い
る
。

 
 

名
所
・
旧
跡
と
し
て
は
、
弥
護
山
自
然
公
園
、
昭
和
園
、
日
吉
神
社
、
熊
本
文
化
の
森
、
岩

戸
渓
谷
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
つ
じ
の
名
所
が
多
く
、
春
先
に
は
各
地
で
美
し
い
風
景
が
見

ら
れ
る
。
足
手
荒
神
の
初
市
、
つ
つ
じ
祭
り
、
か
ら
い
も
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
例
年
賑
わ
い
を

み
せ
、
ま
た
菓
子
銅
銭
糖
の
名
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

 
 

足
利
時
代
の
初
め
に
、
平
真
城
村
真
木
に
下
っ
て
い
た
佐
々
木
氏
の
支
族
大
津
十
郎
義
廉
を

城
主
と
し
た
舞
鶴
城
が
東
嶽
に
築
城
さ
れ
、
そ
の
当
時
か
ら
一
小
部
落
を
作
り
、
自
然
「
大
津
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
に
ゆ
か
り
の
あ
る
名
称
で
、
広
く
一

般
に
知
ら
れ
、
ま
た
従
来
か
ら
新
町
一
帯
は
通
称
大
津
で
通
っ
て
い
た
の
で
、
昭
和
の
町
村
合

併
に
あ
た
っ
て
も
「
大
津
町
」
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
町
名
と
し
た
。

二 
 

町
名
の
由
来



三 
 

平
成
の
合
併
検
討
経
緯

四 
 

昭
和
以
前
の
合
併
検
討
経
緯

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

 
 

平
成
一
二
年
三
月
に
県
が
策
定
し
た
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
で
は
、
大
津
町
は
菊
陽
町
、
合

志
町
、
西
合
志
町
と
の
四
町
合
併
の
パ
タ
ー
ン
が
示
さ
れ
た
。
大
津
町
は
、
菊
陽
町
に
合
併
を

打
診
し
つ
つ
も
、
ま
ず
は
阿
蘇
郡
西
原
村
と
の
勉
強
会
設
置
の
方
針
を
示
し
、
更
に
旭
志
村
と

の
勉
強
会
設
置
に
も
動
い
た
が
、
こ
の
三
町
村
の
枠
組
み
は
、
西
原
村
の
方
針
転
換
に
よ
り
白

紙
化
し
た
。

 
 

そ
の
後
、
県
の
合
併
パ
タ
ー
ン
に
沿
っ
た
四
町
で
の
法
定
協
議
会
設
置
と
な
っ
た
が
、
大
津

町
と
他
三
町
で
の
意
見
の
相
違
が
徐
々
に
顕
在
化
し
、
平
成
一
六
年
一
〇
月
、
法
定
協
議
会
は

休
止
。
そ
の
後
法
定
協
議
会
は
正
式
に
解
散
し
、
大
津
町
は
そ
の
ま
ま
単
独
町
政
を
維
持
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。（
第
二
編
「
菊
池
地
域
」
参
照
）

（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

（
一
） 

 

平
真
城
村

 
 

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
の
藩
政
改
革
に
際
し
、
熊
本
藩
は
郷
組
制
度
を
実
施
し
、
手
永

を
郷
と
改
称
し
た
。
本
村
地
域
は
大
津
郷
に
属
し
、
真
木
村
、
古
城
村
、
平
川
村
か
ら
な
り
、

各
村
に
は
与
長
が
置
か
れ
、
そ
の
上
に
数
か
村
を
支
配
す
る
里
正
が
置
か
れ
た
。
七
年
の
改

正
大
小
区
制
の
下
で
は
白
川
県
第
五
大
区
第
三
小
区
と
な
っ
た
。
一
二
年
、
三
か
村
の
区
域

を
一
行
政
区
画
と
し
て
、
民
選
の
戸
長
が
行
政
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
戸
長
役
場
が
平
川
村

に
置
か
れ
た
。
二
二
年
町
村
制
の
施
行
に
よ
り
平
川
村
、
真
木
村
、
古
城
村
の
三
か
村
は
合

併
し
て
平
真
城
村
と
な
っ
た
。

平

真

城

村

大

津

町

瀬

田

村

陣

内

村

護

川

村

阿
蘇
郡

錦

野

村

大

津

町

大

津

町

平

川

村

真

木

村

古

城

村

平

真

城

村

平

真

城

村

市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

終

戦

ま
で

終

戦

時

（
大
字
立
野
を
除
く
）

（
大
字
川
辺
、
大
字
尾
足
を
除
く
）

（
大
字
岩
坂
の
一
部
を
除
く
）

（
明
三
一
・
八
・
一
新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）
（
明
二
九
・
四
・
一

合
志
郡
は
菊
池
郡
と
合
併
、
菊
池
郡
）

合
志
郡

大

津

町

室

町

引

水

町

新

村

灰

塚

村

立

野

村

瀬

田

村

大

林

村

吹

田

村

森

村

陣

内

村

町

村

下

町

村

中

島

村

杉

水

村

川

辺

村

尾

足

村

矢

護

川

村

外

牧

村

錦

野

村

岩

坂

村

合
志
郡

合
志
郡

合
志
郡

合
志
郡

合
志
郡

大

津

町

大

津

町

瀬

田

村

瀬

田

村

陣

内

村

陣

内

村

護

川

村

護

川

村

錦

野

村

錦

野

村

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
右
同
）

（
右
同
）

（
右
同
）

（
右
同
）

（
右
同
）
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 －3－

（
二
） 

大
津
町 

旧
藩
時
代
は
、
合
志
郡
代
の
支
配
下
大
津
手
永
に
属
し
て
い
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）

の
大
区
小
区
制
の
も
と
に
お
い
て
は
、
本
町
地
域
は
第
五
大
区
第
三
小
区
に
属
し
た
。
一
二

年
に
は
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
よ
り
大
津
町
引
水
村
で
一
行
政
区
域
と
な
り
、
同
年
一

月
菊
池
、
合
志
郡
役
所
が
隈
府
町
に
置
か
れ
た
が
、
一
四
年
六
月
に
は
郡
区
役
所
の
整
理
が

行
わ
れ
、
山
鹿
郡
お
よ
び
山
本
郡
を
加
え
て
四
郡
の
郡
役
所
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
、
合
志

郡
は
一
町
一
二
村
で
あ
っ
た
。
一
七
年
の
改
正
で
民
選
戸
長
を
廃
し
て
戸
長
官
選
と
し
、
大

津
町
、
室
町
、
引
水
村
、
灰
塚
村
、
新
村
の
五
か
町
村
を
同
一
行
政
区
域
と
し
て
戸
長
が
治

め
て
い
た
が
、
二
二
年
、
町
村
制
施
行
と
と
も
に
五
か
町
村
が
合
併
し
て
大
津
町
と
な
っ
た
。

 

（
三
） 

瀬
田
村 

本
村
地
域
は
、
旧
藩
時
代
、
合
志
郡
代
の
支
配
下
大
津
手
永
に
属
し
て
い
た
。
明
治
七
年

（
一
八
七
四
）
の
大
小
区
制
の
も
と
で
は
、
瀬
田
村
、
大
林
村
、
立
野
村
、
吹
田
村
は
と
も

に
第
五
大
区
第
一
小
区
に
属
し
た
。
一
二
年
郡
区
町
村
編
制
法
が
施
行
さ
れ
る
と
、
瀬
田
、

大
林
、
吹
田
の
三
か
村
を
一
行
政
区
域
と
し
て
戸
長
役
場
が
設
け
ら
れ
た
が
、
一
七
年
に
は
、

そ
れ
ま
で
別
個
に
戸
長
役
場
を
設
け
て
い
た
立
野
村
も
含
め
て
一
行
政
区
域
と
な
り
、
戸
長

役
場
が
置
か
れ
た
。
二
二
年
、
町
村
制
施
行
と
と
も
に
立
野
村
、
瀬
田
村
、
大
林
村
、
吹
田

村
が
合
併
し
て
瀬
田
村
と
な
っ
た
。 

（
四
） 

陣
内
村 

旧
藩
時
代
は
、
合
志
郡
代
の
支
配
下
大
津
手
永
に
属
し
て
い
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）

大
小
区
制
の
も
と
に
お
い
て
は
、
陣
内
村
、
中
陣
内
村
、
下
陣
内
村
、
森
村
は
大
林
村
、
瀬

田
村
と
と
も
に
大
林
組
と
称
し
、
町
村
、
下
町
村
、
下
町
出
分
村
は
久
保
田
組
と
称
し
、
第

五
大
区
第
一
小
区
に
属
し
、
ま
た
、
中
島
村
は
鳥
子
組
と
称
し
て
第
四
大
区
第
九
小
区
に
属

し
、
そ
れ
ぞ
れ
戸
長
が
置
か
れ
合
志
郡
に
属
し
た
。
そ
の
後
陣
内
、
中
陣
内
、
下
陣
内
が
合

併
し
て
陣
内
村
、
下
町
村
、
下
町
出
分
村
が
合
併
し
て
下
町
村
と
な
っ
た
。
一
二
年
の
郡
区

町
村
編
制
法
の
施
行
に
よ
り
森
村
、
陣
内
村
の
二
か
村
お
よ
び
下
町
村
、
中
島
村
、
町
村
の

三
か
村
が
そ
れ
ぞ
れ
同
一
行
政
区
域
と
な
っ
て
戸
長
役
場
が
置
か
れ
た
。
し
か
し
、
一
七
年

に
は
、
五
か
村
は
一
行
政
区
域
と
な
っ
て
一
つ
の
戸
長
役
場
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
二

二
年
、
町
村
制
施
行
と
と
も
に
そ
の
五
か
村
が
合
併
し
て
陣
内
村
と
な
っ
た
。 

（
五
） 

護
川
村 

旧
藩
時
代
は
、
合
志
郡
代
の
支
配
下
大
津
手
永
に
属
し
て
い
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）

の
大
小
区
制
の
も
と
で
は
、
杉
水
村
は
第
五
大
区
第
三
小
区
に
、
他
は
第
四
小
区
に
属
し
た
。

そ
の
後
中
窪
田
、
下
中
窪
田
、
片
俟
の
三
か
村
が
合
併
し
て
矢
護
川
村
と
な
り
、
一
二
年
、

郡
区
町
村
編
制
法
が
施
行
さ
れ
る
と
、
菊
池
郡
、
合
志
郡
に
は
一
つ
の
郡
役
所
が
置
か
れ
、

杉
水
村
、
川
邊
村
、
尾
足
村
、
矢
護
川
村
は
一
行
政
区
域
と
し
て
戸
長
役
場
が
置
か
れ
た
。

二
二
年
町
村
制
施
行
と
と
も
に
四
か
村
が
合
併
し
て
護
川
村
と
な
っ
た
。 

（
六
） 

錦
野
村 

旧
藩
時
代
は
、
阿
蘇
郡
代
の
支
配
下
布
田
手
永
に
属
し
て
い
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）

大
小
区
制
の
改
正
に
あ
た
り
、
本
村
地
域
は
第
四
大
区
第
九
小
区
に
属
し
た
。
一
二
年
郡
区

町
村
編
制
法
が
施
行
さ
れ
る
と
、
外
牧
村
と
錦
野
村
、
岩
坂
村
と
烏
子
村
を
お
の
お
の
一
行

政
区
域
と
し
て
戸
長
役
場
を
置
い
た
が
、
一
七
年
の
改
正
で
、
二
つ
の
行
政
区
域
を
一
行
政

区
域
と
し
た
。
二
二
年
町
村
制
施
行
と
と
も
に
、
烏
子
村
は
山
西
村
に
合
併
さ
れ
、
錦
野
、

岩
坂
、
外
牧
の
三
か
村
が
合
併
し
て
錦
野
村
と
な
っ
た
。 

 

２ 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
も
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
六
月
二
六
日
の
大
水
害
に
よ
り
、

合
併
促
進
の
動
き
は
他
の
地
区
よ
り
遅
れ
て
い
た
が
、
二
九
年
五
月
に
至
り
一
応
災
害
復
旧
の

見
通
し
も
つ
い
た
の
で
同
月
二
九
日
大
津
ブ
ロ
ッ
ク
の
大
津
町
、
陣
内
村
、
瀬
田
村
、
平
真
城

村
、
護
川
村
、
原
水
村
、
錦
野
村
の
七
か
町
村
の
合
併
懇
談
会
を
開
き
、
各
町
村
の
合
併
の
動

き
に
つ
い
て
説
明
し
、
そ
の
後
、
合
併
促
進
協
議
会
（
仮
称
）
の
設
置
を
決
定
し
た
。
こ
の
と

き
県
の
合
併
試
案
は
、
原
水
村
は
津
田
村
と
二
か
村
合
併
で
、
残
り
大
津
町
、
平
真
城
村
、
陣

内
村
、
瀬
田
村
が
四
か
町
村
合
併
と
な
っ
て
い
た
。
同
年
八
月
一
一
日
、
合
併
促
進
協
議
会
を

開
き
、
各
町
村
の
合
併
の
態
度
を
打
診
し
た
と
こ
ろ
、
原
水
村
、
護
川
村
は
態
度
未
決
定
で
あ

っ
た
た
め
、
大
津
町
、
陣
内
村
、
瀬
田
村
、
平
真
城
村
、
錦
野
村
の
五
か
町
村
合
併
を
推
進
す

る
こ
と
を
決
定
し
、
同
月
二
〇
日
、
町
村
合
併
促
進
協
議
会
規
約
を
制
定
し
て
、
正
式
に
五
か

町
村
合
併
促
進
協
議
会
を
設
置
し
、
そ
れ
ぞ
れ
協
議
会
委
員
の
選
出
を
行
っ
て
本
格
的
に
新
町

村
建
設
計
画
の
策
定
に
と
り
か
か
っ
た
。
協
議
会
で
は
新
町
の
名
称
を
「
大
津
町
」
と
し
、
三

〇
年
四
月
一
日
を
も
っ
て
合
併
期
日
と
す
る
等
、
必
要
な
各
種
協
定
事
項
を
協
議
し
た
後
、
関

係
五
か
町
村
の
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
の
同
文
議
決
を
経
て
、
三
〇
年
二
月
二
五
日
、
知
事
あ
て
合

併
申
請
書
を
提
出
し
た
。
こ
の
間
に
お
け
る
五
か
町
村
住
民
の
感
情
は
、
大
津
町
、
陣
内
村
、

平
真
城
村
は
円
満
に
五
か
町
村
合
併
の
世
論
が
ま
と
ま
っ
て
い
た
が
、
瀬
田
村
お
よ
び
錦
野
村

−1132−−1133−
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に
お
い
て
概
略
次
の
よ
う
な
反
対
論
が
あ
っ
た
。 

（
一
） 

瀬
田
村 

立
野
部
落
（
三
三
九
戸
、
一
、
五
三
六
人
）
に
は
、
阿
蘇
郡
長
陽
村
と
合
併
し
た
い
の
で
大

津
ブ
ロ
ッ
ク
合
併
実
現
の
際
、
同
時
に
分
村
し
た
い
と
主
張
す
る
者
が
あ
っ
て
、
そ
の
人
員
は

か
な
り
多
数
に
達
し
て
い
た
。（
以
後
反
対
派
と
略
称
）
反
対
派
の
理
由
は 

１ 

立
野
部
落
は
阿
蘇
の
玄
関
口
で
あ
る
か
ら
阿
蘇
郡
に
編
入
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

地
理
、
歴
史
、
生
活
環
境
、
交
通
、
部
落
民
の
感
情
（
部
落
の
方
言
、
縁
組
等
）
等
に

お
い
て
、
菊
池
郡
よ
り
阿
蘇
郡
に
近
似
す
る
こ
と
。 

３ 

中
学
校
生
徒
が
以
前
か
ら
長
陽
の
中
学
に
通
学
し
て
い
る
こ
と
等
で
あ
っ
た
。 

反
対
派
は
合
併
反
対
運
動
を
強
力
に
展
開
し
、
ハ
ン
ス
ト
（
県
庁
前
座
り
込
み
）、
村
議
会
開

会
の
阻
止
、
県
庁
に
対
す
る
デ
モ
行
動
を
行
っ
た
。
一
方
、
立
野
部
落
か
ら
村
議
会
に
議
席
を

占
め
て
い
る
者
は
七
人
い
た
が
、
そ
の
う
ち
大
津
合
併
に
賛
成
し
て
い
る
者
が
五
人
い
た
。
当

時
県
は
、
合
併
前
の
分
村
（
事
前
分
村
）
ま
た
は
合
併
と
同
時
に
分
村
す
る
こ
と
（
同
時
分
村
）

は
認
め
な
い
方
針
を
と
っ
て
い
た
の
で
、
村
議
会
は
そ
の
指
導
に
し
た
が
っ
て
五
か
町
村
の
合

併
を
決
議
し
、
紛
争
の
あ
る
部
落
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
、
当
該
部
落
の
住
民
投
票
を
し
、
分

村
希
望
者
が
三
分
の
二
以
上
で
あ
れ
ば
た
だ
ち
に
分
村
を
認
め
る
旨
の
決
議
を
し
た
が
、
反
対

派
は
な
お
、
こ
れ
を
了
承
し
な
か
っ
た
。 

（
二
） 

錦
野
村 

新
所
部
落
（
四
四
戸
、
二
三
一
人
）、
鳥
子
川
部
落
（
四
七
戸
、
二
二
二
人
）
、
外
牧
部
落
（
八

一
戸
、
四
四
六
人
）
、
錦
野
部
落
（
一
〇
五
戸
、
五
九
三
人
）
の
う
ち
に
、
阿
蘇
郡
山
西
村
ブ
ロ

ッ
ク
（
山
西
村
、
河
原
村
）
と
合
併
し
た
い
た
め
に
、
大
津
ブ
ロ
ッ
ク
合
併
実
現
の
際
、
同
時

に
分
村
し
た
い
と
主
張
す
る
者
が
か
な
り
の
人
数
に
達
し
て
い
た
。
反
対
派
の
理
由
は
、
村
は

村
同
志
の
合
併
が
好
ま
し
く
、
大
津
ブ
ロ
ッ
ク
は
大
津
町
が
中
心
と
な
る
合
併
で
、
大
津
は
町

で
あ
る
か
ら
生
活
環
境
が
違
う
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
合
併
に
反
対
す
る
者

が
ど
の
程
度
の
人
数
に
達
す
る
か
は
判
然
と
し
な
か
っ
た
。 

一
方
、
合
併
議
案
は
瀬
田
村
で
は
一
二
対
○
（
定
数
一
六
人
の
う
ち
欠
席
四
人
、
そ
の
う
ち

二
人
賛
成
、
二
人
反
対
）
、
錦
野
村
で
は
、
九
対
○
（
定
数
一
六
人
の
う
ち
七
人
は
反
対
退
場
）

を
も
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
議
決
さ
れ
た
。
そ
の
他
の
大
津
町
、
陣
内
村
、
平
真
城
村
の
三
か
町
村
で

は
い
ず
れ
も
全
員
賛
成
で
議
決
さ
れ
て
い
た
。 

そ
こ
で
合
併
議
案
は
原
案
ど
お
り
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
三
月
県
議
会
に
提
案
さ
れ
た

が
、
県
議
会
は
、
議
会
最
終
日
三
月
三
一
日
の
本
会
議
で
、
大
津
ブ
ロ
ッ
ク
の
合
併
は
地
域
的

に
紛
争
が
解
決
し
て
い
な
い
た
め
可
否
の
結
論
を
だ
さ
ず
、
休
会
後
も
引
き
続
き
関
係
委
員
会

で
慎
重
審
議
す
る
旨
の
決
定
を
行
っ
た
が
、
四
月
二
九
日
で
県
議
会
議
員
の
任
期
が
満
了
し
た

た
め
、
事
実
上
否
決
と
な
り
三
〇
年
四
月
一
日
合
併
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
大
津
町
ほ

か
四
か
町
村
で
は
、
合
併
の
基
本
方
針
に
変
動
は
な
い
が
、
同
年
一
一
月
一
八
日
、
一
応
合
併

申
請
書
の
取
り
下
げ
の
申
請
を
行
い
、
同
月
二
六
日
、
知
事
か
ら
関
係
書
類
が
返
し
戻
さ
れ
た
。 

そ
の
後
、
分
村
を
希
望
す
る
瀬
田
村
、
錦
野
村
に
お
い
て
は
、
農
村
地
帯
同
志
の
合
併
希
望

も
あ
っ
て
、
瀬
田
村
、
錦
野
村
、
山
西
村
三
か
村
の
合
同
協
議
会
を
開
い
た
が
、
山
西
村
の
態

度
未
決
定
で
解
決
せ
ず
、
ま
た
、
陣
内
村
、
瀬
田
村
、
錦
野
村
の
三
か
村
合
併
は
、
陣
内
村
が

大
津
ブ
ロ
ッ
ク
合
併
を
固
執
す
る
た
め
、
こ
れ
も
解
決
せ
ず
、
結
局
、
三
一
年
三
月
二
三
日
、

瀬
田
村
は
立
野
地
区
を
長
陽
村
に
同
時
分
村
し
、
錦
野
村
は
新
所
地
区
を
山
西
村
に
同
時
分
村

す
る
こ
と
に
決
定
し
て
、
大
津
ブ
ロ
ッ
ク
合
併
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

こ
の
間
、
態
度
未
決
定
で
あ
っ
た
護
川
村
も
、
北
は
旭
志
村
が
誕
生
し
、
南
は
大
津
ブ
ロ
ッ

ク
合
併
が
実
現
の
段
階
に
あ
る
の
で
、
護
川
村
の
み
が
取
り
残
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
た
め
、

急
速
に
合
併
意
識
が
高
ま
っ
た
が
、
大
津
地
区
合
併
論
と
旭
志
村
合
併
論
が
相
対
立
し
て
ま
と

ま
ら
ず
、
三
一
年
一
月
二
四
日
の
議
会
に
は
か
っ
て
分
村
合
併
の
態
度
を
決
定
し
た
。
さ
ら
に

同
年
四
月
六
日
、
住
民
の
意
向
を
明
確
に
す
る
た
め
住
民
投
票
を
行
っ
た
結
果
、
大
津
地
区
合

併
（
杉
水
、
矢
護
川
五
六
三
戸
）
一
、
二
五
八
票
、
旭
志
地
区
合
併
（
川
辺
、
尾
足
二
八
三
戸
）

一
、〇
六
三
票
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
に
分
村
合
併
す
る
こ
と
に
最
終
的
に
決
定
し
た
。 

以
上
の
よ
う
に
、
大
津
ブ
ロ
ッ
ク
合
併
は
菊
池
郡
大
津
町
、
陣
内
村
、
平
真
城
村
、
瀬
田
村

（
立
野
地
区
は
長
陽
村
へ
同
時
分
村
）
、
護
川
村
（
川
辺
、
尾
足
地
区
は
旭
志
村
へ
同
時
分
村
）、

阿
蘇
郡
錦
野
村
（
新
所
地
区
は
山
西
村
へ
同
時
分
村
）
の
六
か
町
村
が
三
一
年
八
月
一
日
を
合

併
期
日
と
し
て
大
津
ブ
ロ
ッ
ク
合
併
計
画
を
た
て
、
同
年
五
月
二
八
日
、
合
併
議
案
の
同
文
議

決
を
行
い
、
同
月
三
一
日
、
大
津
町
建
設
計
画
に
つ
い
て
知
事
の
意
見
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
そ

の
承
認
を
得
た
の
で
、
た
だ
ち
に
知
事
あ
て
合
併
申
請
を
行
い
、
三
一
年
八
月
一
日
を
も
っ
て

新
大
津
町
が
誕
生
す
る
に
至
っ
た
。 

 

３ 

合
併
条
件
及
び
協
定
事
項 

（
一
） 

合
併
の
形
式 

 

合
体
合
併 

（
二
） 

合
併
の
時
期 

 

昭
和
三
一
年
八
月
一
日 
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（
三
） 

 

選
挙

 
 

１ 
 

議
会
議
員
の
選
挙

 
 

議
会
議
員
に
つ
い
て
は
、
町
村
合
併
促
進
法
の
特
例
を
適
用
し
、
そ
の
任
期
を
昭
和
三

二
年
二
月
二
八
日
ま
で
延
長
す
る
。
そ
の
後
は
地
方
自
治
法
第
九
一
条
に
よ
る
定
数
と
す

る
。
選
挙
区
は
合
併
後
最
初
に
行
わ
れ
る
選
挙
に
限
り
、
旧
各
町
村
の
区
域
を
も
っ
て
選

挙
区
を
設
け
、
定
員
は
人
口
比
例
に
よ
る
。

２ 
 

農
業
委
員
会
委
員
は
町
村
合
併
促
進
法
の
特
例
を
適
用
し
て
、
一
年
間
延
長
す
る
。

３ 
 

教
育
委
員
会
委
員
は
町
村
合
併
促
進
法
の
特
例
を
適
用
し
て
、
任
期
を
昭
和
三
一
年
一

〇
月
三
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

（
四
） 

 

助
役
の
定
数 

 
 
 

一
人

（
五
） 

 

職
員
の
処
理

 
 

１ 
 

特
別
職
を
除
き
、
全
員
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

 
 

２ 
 

職
員
の
勤
続
年
数
は
継
承
す
る
。

 
 

３ 
 

合
併
後
、
希
望
退
職
す
る
者
に
つ
い
て
は
新
町
に
お
い
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
六
） 

 

財
産
お
よ
び
負
債

 
 

１ 
 

大
津
町
、
陣
内
村
、
平
真
城
村
、
錦
野
村
の
町
村
有
財
産
は
す
べ
て
新
町
に
引
き
継
ぐ

も
の
と
す
る
。

２ 
 

瀬
田
村
、
護
川
村
の
村
有
財
産
は
別
紙
の
と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

３ 
 

平
真
城
村
、
大
津
町
、
陣
内
村
の
負
債
は
新
町
に
お
い
て
支
払
う
も
の
と
す
る
。

４ 
 

瀬
田
村
、
護
川
村
、
錦
野
村
の
負
債
は
別
紙
の
と
お
り
新
町
に
お
い
て
支
払
う
も
の
と

す
る
。
（
別
紙
略
）

（
七
） 

 

消
防 

 
 
 

消
防
団
は
統
合
し
て
次
の
編
成
を
す
る
。

 
 

定
員
一
、
二
八
七
人
：
団
長
一
人
、
副
団
長
五
人
、
分
団
長
二
八
人
、
副
分
団
長
二
八
人
、

班
長
九
三
人
、
団
員
一
、
一
三
二
人

（
八
） 

 

国
民
健
康
保
険

 
 

錦
野
村
に
お
い
て
実
施
中
の
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
は
、
促
進
法
の
規
定
に
よ
り
、
別

紙
規
約
の
と
お
り
実
施
し
、
昭
和
三
二
年
度
よ
り
大
津
町
、
平
真
城
村
、
護
川
村
、
陣
内
村
、

瀬
田
村
を
含
め
実
施
す
る
。

（
九
） 

 

菊
阿
中
学
校
、
大
津
中
学
校
組
合

 
 
 
 

合
併
と
同
時
に
解
散
し
、
そ
の
財
産
は
す
べ
て
大
津
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
一
〇
） 

 

小
中
学
校
組
合

 
 

護
川
村
西
小
学
校
及
び
護
川
中
学
校
は
大
津
町
と
旭
志
村
と
の
組
合
立
と
し
て
経
営
す

る
。

（
一
一
） 

 

町
お
よ
び
字
の
名
称

 
 
 
 

大
字
お
よ
び
字
名
は
旧
町
村
の
名
称
を
そ
の
ま
ま
継
承
す
る
。

（
一
二
） 

 

駐
在
吏
員
お
よ
び
連
絡
員
の
設
置

 
 

部
落
駐
在
吏
員
（
区
長
）
お
よ
び
連
絡
員
（
農
家
小
組
合
長
な
ら
び
に
隣
組
長
）
は
現
状

の
ま
ま
と
す
る
。

 
 

新
町
町
民
税
は
昭
和
三
一
年
以
降
の
単
純
累
進
税
率
を
適
用
し
、
税
率
は
現
行
錦
野
村
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

税
率
に
す
る
。

（
一
三
） 

 

税
率

４ 
 

合
併
時
の
三
役
と
正
副
議
長

第
一
分
団
─
第
四
分
団
─
長
─
副
分
団
長
─
班
長
─
団
員
─
錦

野

地

区

第
五
分
団
─
第
七
分
団
─
〃
─　

〃　

─ 

〃 

─ 

〃 

─
瀬

田

地

区

第
八
分
団
─
第
一
五
分
団
─
〃
─　

〃　

─ 

〃 

─ 

〃 

─
陣

内

地

区

第
一
六
分
団
─
第
二
一
分
団
─
〃
─　

〃　

─ 

〃 

─ 

〃 

─
大

津

地

区

第
二
二
分
団
─
第
二
四
分
団
─
〃
─　

〃　

─ 

〃 

─ 

〃 

─
平
真
城
地
区

第
二
五
分
団
─
第
二
八
分
団
─
〃
─　

〃　

─ 

〃 

─ 

〃 

─
護

川

地

区 
長

助

役

収

入

役

議

長

副

議

長

町

村

名

平
真
城
村

大

津

町

瀬

田

村

陣

内

村

護

川

村

錦

野

村

矢
野

茂

坂
本

篤
美

大
田
黒
逸
信

江
藤

武
彦

大
村

清

桐
原

延

三
池

森
雄

梅
田

虎
雄

　
　
　
　

―

東

安
雄

古
川

俊
夫

　
　
　
　

―

　
　
　
　

―

武
田
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